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墓
地
内
の
清
掃
は
各
自
で

い
ず
み
聖
地
公
園

※
学
生
に
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
、
全
額
・
半
額
免

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐

１
５
２
６
）へ
。

保
険
料
免
除
の
申
請
は

保
険
年
金
課
へ

国
民
年
金

霊
園
内
施
設
の
維
持
管
理
は
、
墓
地

の
使
用
を
許
可
さ
れ
た
人
の
管
理
料
で

賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
管

理
料
は
公
共
部
分（
広
場
・
道
路
・
駐
車

場
・
緑
地
な
ど
）を
管
理
す
る
た
め
の
も

の
で
、
墓
地
内
の
清
掃
は
各
自
で
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
清
掃
を
せ
ず
、

草
だ
ら
け
に
し
て
い
る
と
、
隣
接
す
る

墓
地
使
用
者
に
大
変
迷
惑
を
掛
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

思
う
よ
う
に
墓
地
の
管
理
の
時
間
が

取
れ
な
い
と
い
う
人
に
は
、
管
理
組
合

が
墓
地
の
清
掃
を
代
行
す
る
制
度
も
あ

り
ま
す
の
で
、
管
理
組
合
事
務
所（
1
36

‐
２
２
９
２
）へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。次

に
該
当
す
る
よ
う
な
場
合
、
使
用

許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇

使
用
者
が
死
亡
し
、
承
継
者
が
い
な

い
と
き

〇

使
用
者
が
住
所
不
明
と
な
っ
て
７
年

を
経
過
し
た
と
き

〇

普
通
墓
地
使
用
者
が
、
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
も
囲
障

（
外
柵
）を
設
置
し
な
い
と
き

〇

３
年
間
管
理
料
を
納
め
な
い
と
き

墓
地
使
用
許
可
書
の
記
載
内
容
に
変

更（
住
所
・
本
籍
・
保
証
人
な
ど
）が
あ

変
更
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

許
可
の
取
り
消
し
も

※
冷
暖
房
費
は
、
別
途
か
か
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
1
20
‐

１
５
３
１
）ま
た
は
、
い
ず
み
聖
地

公
園
管
理
組
合
（
1
36
‐
２
２
９
２
）

へ
。

っ
た
場
合
は
、
30
日
以
内
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
住
所
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
納

付
書
な
ど
の
重
要
書
類
が
届
か
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
忘
れ

ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

霊
園
内
の
管
理
事
務
所
に
は
式
場
と

和
室
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
有
料
で
貸
し

出
し
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
飲
み
物

や
仕
出
し
の
注
文
も
事
務
室
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
納
骨
式
・
回
忌
な
ど
の

法
要
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

料
金
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

式
場
の
利
用
に
つ
い
て

式場・和室の使用料

使用料

式場
4時間まで1時間2,415円
超えると1時間1,050円

和室
4時間まで1時間1,050円
超えると1時間525円

ご先祖様を大切に

国
民
年
金
に
は
、
事
故
や
病
気
な
ど

で
働
け
ず
収
入
が
な
い
場
合
に
、
本
人

の
申
請
に
よ
り
保
険
料
を
免
除
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
免
除
制
度
に
は
保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る「
全
額
免
除
」と
、
保
険

料
の
半
分
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
残

り
の
半
分
が
免
除
さ
れ
る「
半
額
免
除
」

が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
一
定
の
基

準
に
該
当
し
た
場
合
に
免
除
が
認
め
ら

れ
ま
す
。

ま
た
、
免
除
の
申
請
は
、
前
年
の
所

得
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
毎
年

度
必
要
で
す
。

な
お
、
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
保
険
料
の
未
納
期
間
と
は
な
り
ま
せ

ん
が
、
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
場
合
に
は
、
納
め
た
場
合
の
３
分
の

１（
全
額
免
除
）ま
た
は
３
分
の
２（
半
額

免
除
）の
年
金
額
と
し
て
計
算
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
免
除
を
受
け
た
期
間
か
ら

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
納
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
千
葉
社

会
保
険
事
務
局
佐
原
事
務
所（
1
０
４
７

８
‐
55
‐
１
６
６
１
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。平

成
16
年
度
の
保
険
料
免
除
承
認
期

間
は
、
全
額
・
半
額
免
除
と
も
平
成
16

年
７
月
〜
17
年
６
月
の
１
年
間
で
す
。

１
年
分
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
８
月
末
ま
で
に
保
険
年
金
課
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

免
除
申
請
に
必
要
な
も
の
は
、
年
金

手
帳
、
印
鑑（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は

不
要
）。
転
入
者
は
所
得
お
よ
び
控
除
額

を
証
明
で
き
る
書
類
も
必
要
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

◆
免
除
の
期
間
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現
況
届
は

７
月
30
日
ま
で
に

障
害
基
礎
年
金

※
騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
設
置
補
助
金

お
よ
び
維
持
管
理
費
と
も
補
助
金
の

限
度
額
が
違
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は

環
境
衛
生
課（
1
20
‐
１
５
３
１
）へ
。

市
で
５
年
間

利
子
補
給

住
宅
を
建
設
・
購
入
し
た
人
に

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐

１
５
２
６
）へ
。

設
置
費
と

維
持
管
理
費
に
補
助

合
併
処
理
浄
化
槽

※
公
庫
で
も
、
年
金
融
資
・
財
形
融

資
・
リ
フ
ォ
ー
ム
融
資
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
く
わ
し
く
は
営
繕
課

（
1
20
‐
１
５
５
２
）へ
。

浄化槽設置費補助限度額

人槽 合併処理浄化槽 高度処理型浄化槽

5人槽 354,000円 444,000円

6・7人槽 411,000円 486,000円

8～10人槽 519,000円 576,000円

11～20人槽 981,000円 1,092,000円

21～30人槽 1,668,000円 1,860,000円

31～50人槽 2,238,000円 2,496,000円

【
設
置
費
補
助
金
】

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
人
に
、
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す（
左
表
参
照
）。

な
お
、
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
っ
て

い
る
人
が
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換

す
る
と
き
は
、
通
常
の
設
置
補
助
に
18

万
円
を
上
乗
せ
す
る
転
換
補
助
金（
新

築
・
建
て
替
え
は
除
く
）を
、
浄
化
槽
の

設
置
に
伴
い
ト
イ
レ
を
水
洗
化
し
た
場

合
、
水
洗
便
所
設
置
補
助
金（
３
万
円
を

限
度
）を
支
給
し
ま
す
。

ま
た
、
４
月
か
ら
印
旛
沼
流
域
に
限

り
、
窒
素
ま
た
は
リ
ン
を
除
去
す
る
高

度
処
理
型
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費

用
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
を
新
設
し

ま
し
た（
左
上
表
参
照
）。

【
維
持
管
理
費
補
助
金
】

浄
化
槽
を
設
置
し
た
人
は
、
浄
化
槽

が
正
常
に
機
能
す
る
よ
う
に
、
適
切
な

維
持
管
理（
保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検

査
）が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
も
補
助

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
補
助
額
は
人

槽
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
合
併
処

理
浄
化
槽
の
維
持
管
理（
保
守
点
検
・
清

掃
）に
か
か
っ
た
額
の
２
分
の
１
相
当
額

（
限
度
額
あ
り
）で
す
。

毎
年
７
月
は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
る
人
が
、
現
況
届
を
提
出
す
る

時
期
で
す
。
現
況
届
は
、
引
き
続
き
年

金
を
受
け
る
た
め
の
大
切
な
も
の
で
す
。

該
当
者
に
は
、
千
葉
社
会
保
険
事
務

局
佐
原
事
務
所
か
ら
現
況
届
の
用
紙
が

６
月
中
に
届
き
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
て
７
月
30
日（
金
）ま
で
に
保

険
年
金
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
人

①
20
歳
前
に
初
診
の
あ
る
傷
病
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人

②
障
害
福
祉
年
金
か
ら
移
行
し
た
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人

市
で
は
、
住
宅
金
融
公
庫
か
ら
資
金

の
融
資
を
受
け
て
市
内
に
住
宅
を
建
設

ま
た
は
購
入
し
た
場
合
、
次
の
条
件
で

利
子
の
補
給
を
し
て
い
ま
す
。

来年4月1日に採用の市職員を募集
平成16年度の印旛郡市職員採用共同試験が次の日程で行われます。成田市では、
消防職員を次の要領で募集します。
【採用予定人員】
〇消防職…若干名
〇消防職（救急救命士の資格を有する者）…若干名
【受験資格】
〇消防職…昭和51年4月2日～昭和62年4月1日生まれの人
〇消防職（救急救命士の資格を有する人）…昭和51年4月2日～昭和60年4月1日生まれ
の人で、救急救命士の資格を有する人または平成17年3月31日までに資格を取得で
きる人

【募集要項の配布】
7月5日（月）から人事課（市役所3階）で配布（郵送を希望する場合は、封筒の表に「採用
試験申込書請求」と朱書し、120円切手を張ったＡ4サイズの返信用封筒を同封して請
求）
【申込方法】申込書と受験票を直接または郵送で人事課へ
【受付期間】
8月2日（月）～8月13日（金）
（月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、受付最終日の消印
のあるものまで有効）
【試験日および会場】
9月19日（日）佐倉市立佐倉中学校

※他市町村を希望する人は、直接希望市町村にお問い合わせください。くわしくは
人事課（120-1505）へ。

●
対
象
＝
市
町
村
税
を
完
納
し
て
お
り

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
人

〇

給
与
所
得
だ
け
の
人
は
、
金
銭
消
費

貸
借
抵
当
権
設
定
契
約（
以
下
、
金
消

契
約
と
い
う
）前
年
の
合
計
収
入
額
が

８
０
０
万
円
以
下

〇

給
与
以
外
の
所
得
の
あ
る
人
は
、
金

消
契
約
前
年
の
合
計
所
得
が
６
０
０

万
円
以
下

●
申
込
期
間
＝
金
融
公
庫
と
の
金
消
契

約
後
６
カ
月
以
内（
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
は
１
年
以
内
）

●
利
子
補
給
率
＝
当
初
の
金
利
―
２
％

（
た
だ
し
１
％
を
限
度
）

●
利
子
補
給
額
＝
年
末
融
資
残
高（
１
、

０
０
０
万
円
を
限
度
）×
利
子
補
給

率
×
２
分
の
１（
５
年
間
補
給
）

制度を有効に



i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

◆

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ
Jul.●16

12
日
・
13
日
・
26
日
に

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

水
稲
に
薬
剤
散
布

※
く
わ
し
く
は
道
路
維
持
課（
1
20
‐

１
５
５
１
）ま
た
は
ク
リ
ー
ン
推
進

課（
1
20
‐
１
５
３
０
）へ
。

短
期
間
の

技
能
講
習
会
を
開
催

県
立
東
金
高
等
技
術
専
門
校

薬剤散布の期日と区域
期日 散布区域 散布方法

7月12日（月）
公津、八生、豊住（北羽鳥・

ヘリコプター
南部・北部・安西・竜台）

八生（上福田・下福田の一

7月13日（火）部）、中郷、久住、豊住（長 ヘリコプター

沼・南羽鳥・佐野）、遠山

7月26日（月）
八生（上福田・松崎・米野・ ラジコン

大竹）、中郷（赤荻） ヘリコプター

限
り
あ
る
水
を

も
っ
と
大
切
に

節
水

伸
び
す
ぎ
た
枝
は

せ
ん
定
を 樹

木
の
管
理

成
田
市
植
物
防
疫
協
会
で
は
、
水
稲

を
イ
モ
チ
病
・
紋
枯

も
ん
が
れ

病
か
ら
守
り
、
良

質
な
お
米
を
作
る
た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
薬
剤
散
布
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
散
布

が
難
し
い
場
所
に
つ
い
て
は
ラ
ジ
コ
ン

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

期
日
と
散
布
区
域
は
左
表
の
と
お
り

で
す
。
作
業
予
定
時
間
は
各
地
区
と
も

午
前
４
時
30
分
〜
９
時
ご
ろ
で
す
。

な
お
、
雨
天
や
強
風
の
場
合
は
順
延

し
ま
す
。
ま
た
、
日
程
な
ど
に
変
更
が

生
じ
る
場
合
は
、
防
災
行
政
無
線
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
ま
す
が
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

〇

薬
剤
の
散
布
時
間
は
、
一
部
通
勤
・

通
学
時
間
帯
に
重
な
る
た
め
、
区
域

内
の
水
田
周
辺
の
通
行
、
駐
車
を
な

る
べ
く
避
け
る
な
ど
薬
剤
が
か
か
ら

な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

〇

散
布
薬
剤
は
殺
菌
剤
で
、
人
体
に
対

し
て
毒
性
の
低
い
も
の
を
使
用
し
ま

す
が
、
万
一
薬
剤
が
か
か
っ
た
と
き

は
、
う
が
い
や
水
で
洗
い
落
と
し
て

く
だ
さ
い
。
心
配
な
と
き
は
、
健
康

増
進
課（
1
27
‐
１
１
１
１
）ま
た
は

成
田
赤
十
字
病
院（
1
22
‐
２
３
１

１
）へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

〇

洗
濯
物
や
寝
具
な
ど
は
外
に
干
さ
な

い
よ
う
に
し
、
小
動
物
の
か
ご
な
ど

に
は
カ
バ
ー
を
す
る
な
ど
し
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
1
20
‐
１
５

４
１
）へ
。

夏
を
迎
え
、
水
の
使
用
量
が
増
え
る

季
節
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
水
は

限
り
あ
る
貴
重
な
資
源
で
す
。
水
を
上

手
に
使
い
、
節
水
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

一
人
ひ
と
り
の
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫

が
節
水
に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
洗
濯
や
庭
の
ま
き
水
は
、
風
呂
の
残

り
湯
で

・
歯
み
が
き
は
コ
ッ
プ
を
使
っ
て

・
洗
顔
は
水
を
た
め
て

・
洗
車
は
バ
ケ
ツ
洗
い
で

・
食
器
洗
い
は
水
を
た
め
て

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課（
1

22
‐
０
２
６
９
）へ
。

農
地
転
用
に
は

許
可
や
届
け
出
が
必
要
で
す

農
地
違
反
転
用
防
止
対
策
強
化
特
別
月
間

７
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
は
、
農
地

違
反
転
用
防
止
対
策
強
化
特
別
月
間
で

す
。次

の
場
合
は
、
転
用
の
許
可
や
届
け

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

〇

農
地
を
宅
地
、
駐
車
場
、
資
材
置
き

場
な
ど
に
転
用
す
る
場
合（
市
街
化
区

域
は
届
け
出
）

〇

農
地
を
建
設
残
土
で
盛
り
土
・
埋
め

立
て
を
す
る
場
合（
一
時
転
用
）

な
お
、
違
反
者
に
は
県
と
農
業
委
員

会
が
工
事
の
中
止
、
農
地
へ
の
復
元
な

ど
の
文
書
勧
告
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
３
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
農
業
委
員
会（
1
20
‐

１
５
７
３
）へ
。

【
ア
ー
ク
溶
接
特
別
教
育
】

●
期
間
＝
７
月
28
日（
水
）〜
30
日（
金
）

（
３
日
間
）

●
定
員
＝
15
人（
先
着
順
）

●
内
容
＝
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く

ア
ー
ク
溶
接
特
別
教
育

●
受
講
料
＝
無
料

【
パ
ソ
コ
ン
入
門
】

●
期
間
＝
７
月
28
日（
水
）・
29
日（
木
）

（
２
日
間
）

●
定
員
＝
15
人（
先
着
順
）

●
内
容
＝
基
本
操
作
と
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ

ト
の
使
い
方

●
受
講
料
＝
９
９
７
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

【
色
彩
セ
ミ
ナ
ー
】

●
期
間
＝
７
月
28
日（
水
）・
29
日（
木
）

（
２
日
間
）

●
定
員
＝
10
人（
先
着
順
）

●
内
容
＝
色
彩
の
基
本
知
識
と
配
色
基

礎
演
習
お
よ
び
色
彩
検
定
３
級
の
内

容
と
対
策
問
題
の
解
説

●
受
講
料
＝
無
料

※
募
集
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
７
月
１
日

（
木
）〜
12
日（
月
）。
申
し
込
み
な
ど

く
わ
し
く
は
県
立
東
金
高
等
技
術
専

門
校（
1
０
４
７
５
‐
52
‐
３
１
４

８
）へ
。

盛
夏
を
迎
え
、
木
々
の
葉
も
緑
濃
く

生
い
茂
る
季
節
に
な
る
と
、
敷
地
か
ら

道
路
上
へ
樹
木
の
枝
が
伸
び
、
車
道
や

歩
道
を
覆
っ
て
い
る
光
景
を
よ
く
見
掛

け
ま
す
。

車
道
や
歩
道
に
伸
び
た
枝
は
、
車
の

運
転
や
自
転
車
、
歩
行
者
の
通
行
の
妨

げ
と
な
り
、
思
わ
ぬ
事
故
を
引
き
起
こ

す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

伸
び
す
ぎ
た
枝
は
せ
ん
定
す
る
な
ど
、

所
有
者
は
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
せ
ん
定
し
た
枝
は
、
ご
み
収

集
袋（
燃
や
せ
る
ご
み
）に
入
れ
、
集
積

所
へ
出
し
ま
し
ょ
う
。
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相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談室120-1507

市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃 〃

法律相談（予約制）
水曜日 13：00～16：00 〃 〃（裁判所で係争中の事件は除く）

もめごと・なやみごと・苦情相談
27日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃（人権・行政相談）

不動産相談 20日（火） 10：00～12：00 〃 〃

税務相談 20日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃

外国人相談
8日（木）・22日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 17日（土） 13：00～16：00 中央公民館会議室
県行政書士会印旛支部

0 作田義美さん123-3286

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724（来所前に要電話）

高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725

住宅相談（予約制）
8日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室

成田商工会議所122-2101
（新築・増改築に関する相談） 5日（月）までに申し込みを

パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281

消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161

年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526

交通事故相談 6日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 交通防犯課120-1527

心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755

酒害相談 1日（木）・15日（木）09：00～12：00 〃 〃

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538

戦没者遺族相談 26日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536

健康体力相談 火曜日 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251

就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582

教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階） 教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00 教育相談室 教育相談室128-3234
（ニュータウンセンタービル6階）

公
民
館
と
地
域
の
20
周
年
を
祝
い

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が

玉
造
公
民
館

７
月
30
日（
金
）か
ら
８
月
１
日（
日
）

ま
で
、
玉
造
公
民
館
と
玉
造
地
区
の
ま

ち
の
20
周
年
を
祝
い
、
公
民
館
利
用
者

と
地
域
の
皆
さ
ん
が
一
緒
に
な
っ
て
楽

し
い
お
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。

館
内
で
は
各
サ
ー
ク
ル
の
日
ご
ろ
の

活
動
成
果
を
披
露
す
る
発
表
会
・
展
示

会
、
館
外
に
は
お
祭
り
広
場
を
設
け
、

盆
踊
り
や
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
、
花
笠

パ
レ
ー
ド
、
各
種
出
店
や
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
な
ど
、
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
盛

り
だ
く
さ
ん
で
す
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
参

加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
期
日
＝
７
月
30
日（
金
）〜
８
月
１
日

（
日
）

●
内
容
＝
各
サ
ー
ク
ル
の
発
表
・
展
示
、

茶
会
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
テ
ナ

ン
ト
な
ど

※
く
わ
し
く
は
玉
造
公
民
館（
1
26
‐

３
６
４
４
）へ
。

玉造公民館20周年まつり

期日 室内イベント お祭り広場
7月

13：00 フォークダンス
30日

14：00 交流囲碁大会
－

（金）
10：00 公民館20周年式典 15：00 よさこいソーラン
10：40 記念コンサート 16：10 阿波おどり

7月 13：00 大正琴 16：40 フラダンス
31日 13：30 詩吟 17：20 バンド演奏
（土）14：00 ドイツ歌曲 18：00 花笠パレード

14：30 コーラス 18：30 おはやし
18：00 ダンスパーティー 19：00 盆踊り
11：00 クラシックギター 15：00 カラオケ

8月 13：00 オカリナ演奏 17：30 ジャズ演奏
1日 13：30 舞踊 （雨天時は室内）
（日）14：10 ラウンドダンス 18：30 和太鼓

15：10 フラダンス 19：00 盆踊り
展示　7月30日（金）～8月1日（日）
俳句、川柳、編み物、水彩画、書道、レザークラフト、陶芸
茶会　8月1日（日）10：00～14：00 2階和室
フリーマーケット　7月31日（土）・8月1日（日）10：00～
お祭り広場テナント　7月31日（土）・8月1日（日）
ビール、綿あめ、かき氷、ポップコーン、カレーなど

今月の消費生活相談Q&Aは、お休みします。


